
簡単に着脱できるマグネット式にして、
留め金を無くしました。多彩なカラー
と素材展開で、どんなスタイルにも対
応できます。

http://www.sunchalaine.com

金具のないネックレス

家庭用永久磁石磁気治療器

ULTRA Neo®は当社の登録商標。商品は当社の特許製品。模倣行為は違法であり、禁止。

〒110-0005　
東京都台東区上野5-16-16 天美ビル3階
TEL:03-3836-5800　FAX:03-3836-5850
E-mail:info@sunchalaine.com

思い出の宝石をペンダントトップに　

 「オーダーメイドの新しい文化を作る」
ことを目標とする㈱ケイ・ウノは、開店20
周年を迎える自由が丘店で、リフォーム
の顧客が多いことに着目した店舗ス
タッフが、小粒のジュエリーを活かした
サービスとして、ダイヤモンドやカラース
トーンなど、顧客の思い出の宝石が使
用できる期間限定サービス「アニバー
サリーペンダントトップ」を企画。予約
受付を3月1日より開始した。

　前職の船井総合研
究所で20年間にわた
り宝飾業界のトップコ
ンサルタントとして活
躍した竹本圭太氏
（現・㈱フレネルライン
代表）が主催する宝石
店経営研究会の中
で、最近TVなどでも
話題となっている合成
ダイヤモンドについて
㈱ピュアダイヤモンド
代表取締役の石田茂
之氏が、「合成ダイヤ
モンドの基本」から
「合成ダイヤモンド市

場のこれから」、「消費者の意識」、「合
成ダイヤの販売方法の実例」などにつ

いてのセミナーを開くことがわかった。
　通常の竹本氏による宝石店経営研
究会は有料の会員制となっているが、
合成ダイヤモンドの箇所のセミナーの
みならば、W&Jの読者に限り20名限定
で無料の特別枠の提供を受けられるこ
とになり、先着20名を特別招待する。当
日は、ピュアダイヤモンドのラボラトリー
グロウンダイヤモンド（合成ダイヤモン
ド）も見ることができる。
▼日時：3月13日、13時30分～15時。
▼場所：㈱ジェイ・ジー・パートナーズ1
階会議室（東京都品川区北品川
1-24-12［北品川駅より徒歩3分］）。▼
主催：㈱フレネルライン。
□問合せ及び申し込み＝時計美術
宝 飾 新 聞 社＝担当：藤 井 勇 人
（hayato@carol.ocn.ne.jp）まで。
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読者に限り先着20名を特別招待

　富山市街地から少し離れたのどか
な町に、屋上の天文台がひと際目を引
く、あおき（青木昌勝社長、富山市月岡
町６－１３３９－２）は、創業１３４年
（法人化は１９８８年）を誇る、老舗の
着物専門店。
　ジュエリーは、１０年ほど前から、次
女のまやさんが米国でＧＩＡ／Ｇ．Ｇ取
得を機に扱いを始めるようになった。
　青木社長自身、これまで１２個の超
新星を発見するなど、天文学に深い造
詣があることから、星にちなんだオリジ
ナルジュエリー《ホロスコープ》をはじ
め、リフォームやオーダージュエリーに
注力する一方、着物に合わせた真珠製
品等も広く扱っている。
　現在同店では、長女で若女将の里
美さんが中心となりジュエリー業務を
展開しており、ＪＣは里美さんを含め社
内で計５人が取得している。
　着付け講師でもある里美さんは、Ｊ
Ｃ取得以降、ジュエリー業務への関心
が高まり、「ただ美しいだけでなく、“想
いを伝える”“気持ちに寄り添う”“オン
リーワン”のジュエリーを提供したい」
と考えるようになったという。

ＪＣ取得のきっかけは何ですか？

　呉服専門店として、ジュエリーに関
する知識を深めたかったからです。当
店は、ジュエリーの取扱いを始めて以
降、毎年２回店頭にてジュエリー展を
開催し、多くのお客様にご来場頂いて
おります。着物と同様、当然ながらジュ
エリーについても、正しい知識を持って
いなければお客様の信頼を得ることは
できません。「どうせ着物屋のジュエ
リーでしょ？」とお客様から言われぬよ
う、常にジュエリーに関する知識を高
め、販売にあたりたいと考えております。

ＪＣ取得ための対応や勉強方法は
ありますか？

　当店では、ＧＩＡ／Ｇ．Ｇの次女・ま

やが講師となり、定期的にジュエリー
研修会（社内向け）を開いております。
特にＪＣ向けというわけではないので
すが、ＪＣの教本を基に講義内容がま
とめられているため、研修後も改めて教
本を開き確認・復習しています。なの
で、そうした研修をベースに勉強を積
み重ね、また実際に手元に勉強材料に
なるようなジュエリーがあれば、参考に
しながら合格に必要な知識を蓄積して
いきました。更に試験前には過去問に
取り組み、対策講座にも参加しました。

ＪＣを取得してから
状況や業務に変化はありますか？

　知らないことを学ぶことは楽しく、ま
た今までとは違った見方で、深くジュエ
リーを捉えることができるようになりま
した。またジュエリーを扱う者としての
自信がつき、お客様に対してもアドバイ
スできる内容の幅が拡がりました。お
客様から見ても、信用という面でプラス
に働いていると感じます。ＪＣを取得し
た他のスタッフについても同様、勉強す
ることでジュエリーへの興味が深まり、
意欲が出てきているのが感じられるよ
うになりました。

上級ＪＣに挑戦するつもりは
ありますか？

　はい。今すぐに、とはいきませんが勉
強できる時間を見つけ、将来的には２
級にも挑戦してみたいと思っております。
教本を読むだけでも勉強になりますし。

ＪＣを目指す人へ、
アドバイスはありますか？

　普段の実務では得られないような知
識も多く、ジュエリー業界に携わる人
間として最低限知っておくべきことを学
べると思います。教本をしっかり勉強さ
れ、試験前の講座に出られると良いと
思います。
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　ジュエリーコーディネーター資格制度（JC）が誕生してから20年余り、
JC資格登録者数も1万人を超えようとしている。ジュエリー産業の健全な
発展と消費者の利益に資することを目的に創設されたJC資格制度は、消
費者との架け橋として期待されるとともに、安心・安全な流通を図るのにも
役立つ基本知識が備わっている。異なる店舗やシチュエーションによりJC
資格の役立て方もそれぞれ。JC資格者に話を聞いてみた。

ジュエリーコーディネーター連載3

米国のアリゾナ州ツーソンで行われた展示会で
鉱山主の出展ブースに迫力が

（2月7日（木）～22日（金）までツーソンフェニへ出張）
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諏訪恭一
（諏訪貿易株式会社会長）
http://www.suwagem.com/

小売りの決済の現場に大きな負担を
強いている。
　ここに軽減税率という課税対象の線
引きの難しい税制を導入するというの
だから、これはもう現場知らずの政策と
言わざるを得ない。経済弱者の救済策
なら他にいかようにもあるだろうに。対
応に人、物、金を投入せざるを得ない
小売の側からの視点がストンと欠落し

ているのである。
　物事は行き着くとこまで行けば破た
んの後に再生が始まるのが常だから、
いずれ完成度の高い決済仕様になる
だろうが、モノの売り買いの苦労よりも
支払いのあり方に労力を割くのはどう
にも本末転倒のような気がする。　　
　　　　　　　　　  　　　　貧骨
   　    cosmoloop.22k@nifty.com

　例えばスーパーのレジに並んでみる
とわかるが、一人一人の決済がとても
煩雑になっているのがよくわかる。現金
支払い、クレジットカード払い、商品
券、JCBなどのギフトカード、電子マ
ネー、溜まっているポイントによる支
払、高齢者用割引券など実に多様だ
が、さらに電子マネーに現金チャージ
をする客がいると思えば、ポイントで一
部を支払い、残額を現金で支払う客が
いる。財布からカードを取り出す客が
いる一方で、スマホに組み込んだお財
布ケータイで支払う人がいる。並んで
待っている側からするとじつにイライラ
するのだ。
　消費者を自店に囲い込むための
様々な決済サービスが結局のところ一
人あたりの決済時間を延ばすことにな
るから、ちょつと混み合うとすぐ行列に
なる。ネット記事だが、高齢者はモタモ
タしていることがある。すると「背後から
舌打ちが聞こえる」と嘆いていた。レジ
は消費者にとってもかなりストレスだろ
うが、処理をする側のレジ係にしても同
様だろう。そこで今度はスピードアップ
を図るためにセルフレジの導入と相

成ったが、考えてみれば変な話ではあ
る。本来店のレジ係の仕事の一部を消
費者が自ら担うのであるから、それはそ
れでその分値引きすべきではないかと
いう話になりそうだし、いやいやそれよ
りもセルフレジに戸惑ってもたもたして
いる人が結構いるのである。
　便利なサービスのはずが、どんどん
と面倒になっていくというのが今の消
費の現場でその会計処理は企業に
とっても大きな負担になっている。一日
の〆の会計処理自体が煩雑なのだ。競
争社会の自業自得と言うべきなのか、
業界なり行政が全体の視点から何ら
かの整理整頓のルール作りに乗り出す
べきだといつも思うのだが、実態は逆
にややこしさが増している。
　一例が割賦販売法の改正に伴って
今年の６月からはクレジットカードのセ
キュリティ対応が義務化され、対応し
なければクレジットカードが使用でき
なくなった。こうなると、小売りにとって
は死活問題で否応もなく端末機の新
規導入を負担しなくてはならない。この
セキュリティ問題は、情報犯罪者との
いたちごっこだから更なる高度なセ
キュリテイに進むに違いない。どこまで
行っても小売の現場は混とんの中にあ
るだろうと思える。現金だけの時代が
懐かしい。キャッシュレスとセキュリ
ティ、コインの表裏のごときこの問題も

 

　「不正競争防止法等の一部を改正
する法律」の一部を施行するための関
係政令が昨年末に閣議決定され，２０
１９年４月に施行される。改正法によ
り，これまでの一部の中小企業が対象
だった特許料，審査請求料及び国際
出願関連手数料の軽減措置が，すべ
ての中小企業に拡充される。
　現状では，所定の要件を満たしてい

る中小企業のみが，必要な証明書を提
出する等の手続を行うことで，特許出
願した発明について特許庁で審査を
受けるための審査請求料や特許料（１
～１０年分）について１／３に減免さ
れる措置を受けることができる。
　４月１日以降は，すべての中小企業
が審査請求料，特許料（１～１０年分）
が現状の半分程度に減免される措置
を，証明書提出等の手続を行うことな
しに，一律に受けることができる。
　また，一律半減措置が施行される前
に行われていた特許出願について，施
行後に審査請求する場合であっても
半減措置を受けられる。
　   
     （特許業務法人共生国際特許事務所所長）
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特許料等の軽減措置
＜全ての中小企業に拡充＞
２０１９年４月１日施行

佐藤英昭弁理士による

『特許の哲学』

小売の現場に
起きていること。
軽減税率なんて
面倒くさいだけ

小売の十字路小売の十字路 154
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